
令和４年度 事 業 計 画 

 

猛威を振るう新型コロナウィルス感染症は、我が国のあらゆる分野に大きな打

撃を与え、シルバー人材センターをめぐる環境にも大きな影響を及ぼしています｡ 

当センターにおいても、開催が省略できない定時総会や安全講習会、入会説明

会などを感染防止対策を徹底して開催したのをはじめ、各種研修会・懇談会の中

止、各種事業の規模縮小・延期などを余儀なくされ、活動が大きく制約される状

況が続いています。 

また、人口減少、少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少する中、国は７０

歳までの就業機会確保の努力義務を企業に求めており、今後ますますセンター新

規入会者数の減少と入会年齢の上昇が懸念されます。 

一方で、地域社会への貢献、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現に寄与

するシルバー人材センターに寄せる期待は、ますます大きくなっています。 

令和４年より、第３次中期計画がスタートします。「新規会員確保」「就業開

拓」「技術継承と人材育成」「居場所づくり」という喫緊の課題を４本柱として、

安全を最優先として各種事業に取り組みます。 

「人生１００年時代」を迎える中、センターの果たす役割は、益々重要となっ

ています。今後とも地域の事業所や市民の皆様からご支援、ご協力をいただきな

がら、会員並びに役員が一丸となって取組み、「地域社会を担う高齢者の居場所

と出番の拠点」、「みんなに親しまれ、信頼されるセンター」づくりを目指してま

いります。 

 

 

令和４年度 基本方針 

１．新規会員の確保と就業機会の開拓 

２．安全・適正就業の推進 

３．自主活動の体制整備と効率的な運営 

４．将来に向け、持続が可能となる健全な財政運営 

  ５．地域への積極的な広報活動の展開 

  



事業実施計画 

１．新規会員の確保と就業機会の開拓 

⑴ 入会説明会のＰＲと、在籍会員による口コミ勧誘運動を展開する。 

・１会員１人入会運動を実施する。 

・入会説明会を毎月１回（原則１５日「小出郷福祉センター」）行う。４、

５、６、翌３月は２回開催し、１回は夜間開催とする。告知は、市広報誌

及びシルバー人材センターＨＰで行う。 

・入会紹介謝礼制度をＰＲ、活用する。 

⑵  就業希望と仕事の合致に努め、退会者防止を図る。 

・個別相談会を開催し、会員の希望職種や就業先意向などをリアルタイムで

把握し、就業につなげる。 

⑶ 「独自講習会」を開催し、知識・技能の習得と後継者育成を図る。 

・後継者育成が急務となっている、冬囲い、草刈り、剪定等の業務について、

集中的に講習会を実施し、担い手を育成する。 

・ＯＪＴなど実践的で効果的に後継者を育成する体制を研究し、実施する。 

・会員以外も参加を可能とする講習会を開催し、入会につなげる 

⑷ 賛助会員の入会促進、新規企業訪問などにより新たな就業機会の開拓を 

図る。 

・１会員１仕事開拓運動を実施する（就業開拓も口コミが効果的なため） 

 ・シルバー人材センター会員の就業に適した受注が期待できる企業リスト

を作成し、企業訪問を行う。危険・重労働、法令で就業できない業種につ

いては、訪問対象外とする。 

・企業訪問の際は、受注できない業務をできると伝えてしまうなど誤った情

報を提供すると信用問題となるため、事前研修をしっかり行う。 

・シルバー人材センターの宣伝や退職者への就業啓発のため、企業訪問やセ

ンターの紹介文書の郵送など宣伝活動を行う。 

  ⑸ 居場所づくりと退会抑制 

・就業が厳しくなってきた高齢会員や就業以外で楽しみを持ちたい会員が

活躍できる場所となるような、サークルや独自事業などの居場所づくりの

研究をします。 

・居場所づくりやゴールド会員制度を活用し、退会抑制につなげます。 

 



２．安全・適正就業の推進 

⑴ 安全就業基準、作業手順を周知徹底し、安全第一と事故防止を実現する。 

・安全就業基準、作業手順について、簡易パンフレットや広報誌などにより

周知徹底し、認識を深めてもらう。 

・安全就業基準・作業手順遵守と安全最優先について会員の意識改革を行う。 

⑵ 安全対策委員会を中心に、積極的な活動を展開し指導体制の強化を図る。 

⑶ 安全就業に関する研修会・講習会を開催する。 

・各種研修会、講習会に際し、安全第一の啓発、徹底を行う。 

・交通安全研修の実施、ドライビングスクールへの参加などを促す。 

⑷ 事故情報やヒヤリハット事例の共有で、安全意識の徹底を図る。 

・事故の事例研究を行い、状況や対策をシルバーだよりやダイレクトメール

等で周知し、出来るだけ会員の目に触れる機会を増やし、啓発効果を上げ

る。 

  ⑸  適正就業の取組みを進める。 

・受注時に「自主点検チェック表」の活用を徹底する。 

・適正就業推進のため、企業訪問や受注の機会を捉え、説明する。 

・不適正就業の内容のリストを作って、それぞれの対策を練って対応する。 

 

３．自主活動の体制整備と効率的な運営 

⑴  職群班の編成促進に向け取組みを強化する。 

・同じ地区や人数が多い職場の就業が軌道に乗った時点で、職群班設置と班

長選定を打診するなど、取組みを進める。 

・地区により班体制の認識や達成度にバラツキがあるため、均衡して充実す

るよう取り組む。 

⑵  関係機関との情報交換機会を活用し事業の取組みや拡大を図る。 

・ハローワークと連携し、利用する高齢者や退職者にシルバー人材センター

の情報の提供をお願いし、入会促進につなげる。 

⑶  県連合会及び近隣センターとの連携・交流で組織力の強化を図る。 

⑷ 花の女子会の組織強化を図る。 

・女性会員が自分達の好きなやりたいことを、自主的に企画運営し、区域を

越えて自由に活動できる体制づくりを行う。事務局は積極的に支援する。 

 

 



４．将来に向け、持続が可能となる健全な財政運営 

  ⑴ 補助金の安定確保を図る。 

⑵ 就業開拓による自主財源の確保を図る。 

⑶ 業務内容の点検と整理を進め、経費の適正執行を図る。 

⑷ 収支相償の原則を遵守し、積立等の将来財源を確保する。 

 

５．地域への積極的な広報活動の展開 

⑴ 市報、地元新聞、パンフレット等によりＰＲを行う。 

⑵ シルバーの日等、一斉奉仕活動を通じて地域に貢献する。 

⑶ 地域の祭事やイベント等において事業の普及啓発活動を実施する。 

 

 


